
障がい者基本計画

　基本目標と施策の方針の設定について　　（現行計画と計画案の比較）

１ 交流と啓発の推進 １　権利擁護と障がいに対する理解の促進

①理解・啓発活動の推進

②福祉教育・人権教育の推進

③交流・ふれあいの機会の充実

④ボランティア活動の支援

⑤地域で支えるネットワークの輪づくり

２ 保健・医療、生活支援の充実 ２　自立した生活の支援及び意思決定支援の推進

①障がいの早期発見・早期療育

②保健・医療・リハビリテーションの充実

③在宅福祉サービスの充実

④日中活動の場づくり ④日中活動の場づくり

⑤居住支援の充実 ⑤居住支援の充実

⑥権利擁護の推進

⑦経済的支援の充実 ３　一人ひとりのライフステージに沿った支援の推進

３　教育・育成、雇用・就業の促進

①障害の特性に応じた一貫した教育の推進

②生涯学習、スポーツ・レクリエーション活動の機会の充実

③就労支援と就労の場の確保

４　安全・安心な生活環境の確保 ４　保健・医療の充実

①バリアフリー化・ユニバーサルデザインの推進

②障がい者に配慮した防災・防犯対策の充実

５　相談・情報提供体制の充実 ５　安全・安心な生活環境の整備

①相談体制の充実

②情報提供体制の充実

③総合的な自立支援ネットワークの構築 ６　多様なニーズに対応した支援の推進

＜計画案＞第３次 障がい者基本計画 基本目標（計画骨子 第３章）

①バリアフリー化・ユニバーサルデザインの推進

②障がいの特性に配慮した防災・防犯対策の充実

①重層的支援体制の構築

②当事者・家族への支援

①インクルーシブ教育の推進

③社会参加の機会の充実

④就労支援と就労の場の確保

①障がいの早期発見・早期療育

②保健・医療等の充実

⑥経済的支援の充実

②文化芸術活動・スポーツ等の推進

　　２ー④へ

　　２ー⑤へ

<現行計画>第２次障がい者基本計画　基本方針

①理解・啓発活動の推進

④虐待防止のための取組

③権利擁護の推進

②福祉教育・人権教育の推進

　第２次　　　　第３次　

⑤地域で支えるネットワークの輪づくり

①相談支援体制の充実

②情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実

③障がい福祉サービス等の充実

　　１ー⑤へ

　　４ー①へ

　　４ー②へ

　　２ー③へ

　　１ー①へ

　　１ー②へ

　　３－③へ

　　１ー⑤、３－③へ

　　１ー③、１－④へ

　　２ー⑥へ

　　６ー①、６－②へ

　　３－①へ

　　３ー②へ

　　３ー④へ

　　５ー①へ

　　５ー②へ

　　２ー①へ

　　２ー②へ
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